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中村さんは大好きな祖父と祖母の跡を継いで就農しまし
た。ネギを中心に栽培して今年で8年目。今後は経営拡
大し、地域農業を元気にしたいと語ってくれました。
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地域の担い手紹介｜七渡地区　中村  拓夢さん
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全国農業新聞は、農業総合専門誌です。農
家の「経営とくらしに役立つ」情報をお届
けします。購読のお申し込みをお待ちして
います。

発行所　全国農業会議所
発行日　毎週金曜日
購読料　月額９００円（税込）
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加入資格を満たせば、農業者なら誰でも入
れます！

加入資格
❶年間６０日以上農業に従事
　（自営業との兼業農家も加入できます）
❷６５歳未満
❸国民年金第１号被保険者
　（保険料納付免除者を除く）
　（ただし、６０歳以上は国民年金の任意
　加入保険者）

▶申込先：農業委員会事務局
　　　　　 ����-��-����

▶申込先：農業委員会事務局
　　　　　 ����-��-����

★老後も安心です★

農 業 者 年 金
に加入しませんか

農家の

味方！

全国農業新聞
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農業委員会への手続き等について

手続きしないで農地の貸し借りをしていると・・・

　手続きをしないで貸し借りをしている場合はヤミ耕作となります。また、２０年以上にわたりこの
ような貸し借りが行われていた場合、民法１６３条（所有権以外の財産権の取得時効）により、借人
が賃借権を取得することがありますので、トラブルにならないように適正な手続きを行いましょう。

軽微な農地の埋立てでも届出が必要です！

　水田等を埋立て、野菜等の作付けをする場合でも、
実施１か月前までに「軽微な農地改良の届出」が必要になります。

上記以外の埋立てには、農地転用の許可を受ける必要があります。
※埋立てについては環境保全課（℡２０－１５０４）に手続きが必要になる場合があります。
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農地の権利取得について

相続（遺産分割・包括遺贈を含む）、法人の合併・分割、時効等で農地の権利を取得した場合は、農
地法第３条の３第の規定による届出が必要になります。

※相続登記についても令和６年４月１日から義務化されました。

農地の権利移動及び転用について

・工事の中止や原状回復などの命令
・罰則の適用（３年以下の懲役または３００万円以下の罰金、法人の場合は１億円以下の罰金）

届出の要件
❶ 盛土する土は山砂や搬出元が明らかな畑土等であること。
❷ 平均盛土厚さが１．０ｍ未満であること。
❸ 隣接する水路の形状等を変更しないこと。
❹ 事業に要する期間が３か月を超えないこと。

　農地を売買する場合や農地を農地以外の用途に利用する場合は、農地法に基づく許可を受ける
必要があります。農地法許可申請の締め切りは、毎月２５日まで（土日祝日は除く）となります。
　なお、許可を受けずに農地を農地以外の用途に使用している場合は、農地法に違反することに
なり、農地の所有者を含めた違反転用者には次のような厳しい措置が講じられる場合があります。
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令和８年度　
標準農作業労賃並びに標準機械農作業料金表
令和８年度　
標準農作業労賃並びに標準機械農作業料金表

（金額は１０ａ当たり）

農地 賃貸借情報農地 賃貸借情報

１　雇用労賃

２　機械による農作業料金

【令和７年分】

農地法第５２条に基づき農業委員会が農地の賃貸借
料の動向の収集、提供を行います。

※１　データ数は、集計に用いた件数です。（令和７年１月～令和７年１２月）
※２　平均額は、最低額と最高額を除いた平均値です。
※３　金額は、算出結果を四捨五入し、１００円単位にしています。
※４　実勢賃貸借料を考慮し、必ずしもこの賃貸借料の限りではありません。

※１　乾燥調製、育苗を除く農作業は、オペレーター１人付料金
※２　機械による農作業料金は土地改良事業施行済の圃場(３０ａ区画を想定)として設定。
※３　地域性を考慮し、必ずしもこの料金表の限りではありません。
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